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   八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条 八王子市都市計画税条例（昭和３１年八王子市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

１～１６ （略） １～１６ （略） 

  

１７ 法附則第１５条第１項、第１８項、第

２０項、第２２項、第２４項、第２９項、

第３７項、第３８項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６

１条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附

則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６１条」とする。 

１７ 法附則第１５条第１項、第１８項、第

２０項、第２２項、第２４項、第２９項、

第３７項、第３８項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項又は第１５条の３の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第３３項」とあ

るのは「若しくは第３３項又は附則第１５

条から第１５条の３まで」とする。 

  

１８ （略） １８ （略） 

  

  
第２条 八王子市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

１～１６ （略） １～１６ （略） 



  

１７ 法附則第１５条第１項、第１８項、第

２０項、第２２項、第２４項、第２９項、

第３７項、第３８項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６

３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附

則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

１７ 法附則第１５条第１項、第１８項、第

２０項、第２２項、第２４項、第２９項、

第３７項、第３８項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６

１条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附

則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６１条」とする。 

  

１８ （略） １８ （略） 

  

  
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月

１日から施行する。 


